
70歳未満の方へ  
入院の場合のみ、健康保険の種類にかかわらず、事前に手続きをしておく

と、病院の窓口で多額の医療費を支払う必要はなくなります。 

 
 

手続き方法                        
① 事前に各健康保険の窓口で、「限度額適用認定証」の交付を受ける手続きをします。 
② それを入院時に、病院の「入院受付」に提示してください。 
③ 病院からの医療費の請求は、１ヶ月（暦月）に下記の自己負担限度額になりますの

で、それをお支払いください。室料差額や食事代は別途必要です。 
④ この手続きをしない場合は、従来どおり、全額支払っていただき、後日の申請で 
 約３～４ヵ月後に、下記の自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。 

 
 

※上位所得者とは国民健康保険では基礎控除後の総所得金額が 600 万円を超える世帯。 
協会けんぽ等では標準報酬月額が 53 万円以上の被保険者、被扶養者。 

※月別、入院・外来別、医療機関別（総合病院の場合は診療科別）で計算しますが、薬局で支払っ

た費用は、処方箋を交付した医療機関分と合算します。同じ世帯で 21000 円以上の医療費が複数

あるときは、それらを合算して自己負担限度額を超えた額が後日、払い戻されます。 
※過去１年間に３回以上自己負担限度額を支払った場合、４回目以降の限度額は軽減されます。 
手続き窓口 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
＜計算例・一般所得区分で１ヶ月の医療費（３割負担）が３０万円の場合＞ 
 80,100+（1,000,000-267,000）×0.01＝80,100+7,330＝87,430   
自己負担限度額 87,430 円。300,000 円を支払い、後に 212,570 円払い戻されます。 

所得区分 自己負担限度額 4 回目以降 

上位所得者 Ａ １５０,０００円＋（総医療費－５００,０００円）×１% ８３,４００円

一 般 Ｂ ８０,１００円＋（総医療費－２６７,０００円）×１% ４４,４００円

市町村民税 
非課税世帯 

Ｃ ３５,４００円 ２４,６００円

健康保険の種類 申請窓口 
国民健康保険 市町村の国民健康保険係 
健康保険 健康保険協会都道府県支部 
船員保険 都道府県社会保険事務局(平成２２年から健康保険協会へ) 
組合健康保険 各健康保険組合（場合により自動還付や付加給付設定がある）

共済組合健康保険 各共済組合（自動還付や付加給付設定がある） 

１ヶ月の自己負担限度額は世帯の所得に応じて表のようになります。 

《高額療養費制度のご案内》



 
 
 
 

制度 国民健康保険 高額療養費委任払制度 

 
 
 
 

内容 

高額療養費として払い戻される額が保険から直接病院に払い込まれま

す。したがって患者さんは自己負担限度額のみ支払えばよいことになり

ます。主に国民健康保険が実施しています。 
 
※ 既に自己負担を支払っている場合は原則利用できず、翌月からの利用

となります。 
※窓口でのお支払いが自己負担上限額に達するまでは通常通りのお支払

いとなります。それ以降は医療費自己負担分の１％のみ請求となりま

す。 
 

制度 協会けんぽ 高額療養費貸付制度（成人病センターの場合） 

 
 
 
 
 
 

内容 

高額療養費では、自己負担を超えた分の医療費の還付に約 3 ヶ月程度か

かります。そのため、協会けんぽ加入者を対象に、高額療養費の支払見

込み額の 8 割相当額を無利子で貸付を行う制度です。 
 
※入院窓口証明係で翌月はじめに「医療費請求書」を発行してもらい、

当月は支払をして、翌月初めに手続をすると、高額療養費の見込み額の 8
割相当が約 2 週間で貸付されます。 
 
● 申し込み方法 
所定の申込書に必要事項を記入し、事業所所在地の都道府県支部に提出。

・ 医療機関発行の、保険点数のわかる「医療費請求書」 
・ 健康保険証、受給資格者賞の写し 
・ 高額医療費貸付金借用書 
・ 高額療養費支給申請書 
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外来医療費が高額で、病院へ支払うのが困難なとき、健康保険によっては、委任払い制度

を実施しているところがあります。 



健康保険  高額療養費制度 

 70 才以上の方の場合  
                                             

○７０才以上の方は医療費の自己負担割合が所得に応じて１割又は３割負担になります。 
 
 
 
 
 外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯単位） 

現役並み所得者 
    （３割負担） 

44,400 円 80,100 円＋（総医療費－267,000 円） 
×１％  【４回目以降 44,400 円】 

一般 
    （１割負担） 

12,000 円 44,400 円 

住民税非課税世帯 
 （１割負担） 

低所得者

区分Ⅱ 
8,000 円 24,600 円 

低所得者

区分Ⅰ 
15,000 円 

 
 
注 ・現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が 145 万円以上の 70 歳以上の被保険者 
   がいる方。 

・低所得Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税の方。 
・低所得Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除

（年金の所得は控除額を 80 万円とする）を差し引いたときに 0 円となる方。 
       

○ 入院医療費については、自己負担限度額のみの支払いとなります。 
 
○ 外来医療費については、いったん１割（又は３割）を支払い、自己負担限度額を超え

た場合、後日申請して払い戻しを受けます。 
 
○ 「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちの方は、診療月から約３ヶ月後に、対象者に

広域連合より給付通知が郵送されます。その用紙に押印して返送していただくことで

手続き完了となります。 
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１ヶ月の自己負担限度額は所得に応じて表のようになります。 



所得税の医療費控除 
               

        

 
                     
○ 本人や家族（生計を一にする親族）のために支払った医療費について、 

以下の算式により、医療費控除として所得から差し引くことができます。 
○ 医療費控除を申請するためには、病院等が発行した領収書を添付または提示

する必要があります。 
 

                 －        ＝  
 
 

－              ＝  

 
  
 
 
○ 健康保険から支給される高額療養費 
○ 生命保険、がん保険などの医療保険金、入院給付金     
                               
 
 
○ 診療費、治療費、医薬品の購入費   
○ 入院費、入所費（病院、診療所、介護老人保健施設等）    
○ 施術費（あんま、マッサージ、鍼、灸） 
○ 療養上の世話の費用（看護師、保健師、家政婦）       
○ 通院費用、入院の室料差額、食事療養費 
○ 義手、義足、義歯、松葉杖などの費用  等     

                             
○ 税務署          
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１年間（１月から１２月）に支払った

医療費が１０万円を超えるとき、医療

費控除として所得から差し引くことが

でき、税金が還付されます。 

その年中（１月～１２月）

に支払った医療費 
保険金などで 
補てんされる金額 A 

A 
１０万円または所得の５％ 
（どちらか少ない額） 

医療費控除額 
（最高２００万円） 

保険金などで補てんされる金額とは

医療費控除の対象となる医療費とは 

申請窓口 


